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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（ＦＺ）用のアクセス回路（１）において、
　１つまたは複数の問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）を送信するための車両側送受信装
置（１９）と、少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）とを備えて
おり、
　該少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）は、
　該車両側送受信装置（１９）から問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）を受信し、少なく
とも２つの異なる時点で１つまたは複数の問い合わせ信号の信号特性を評価するための識
別子発生器側送受信装置（ＳＥ）と、
　該少なくとも２つの異なる時点で評価された信号特性の変化（ΔＦＳ，ΔＦＲ）に依存
して異なる制御命令（ＶＳ，ＤＳ）を出力するための識別子発生器側制御装置（ＳＴ）と
を有し、
　前記識別子発生器側制御装置（ＳＴ）は、前記少なくとも１つの移動可能な識別子発生
器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）をデアクティベートするためのデアクティベート信号（ＤＳ）を出
力するように構成されており、
　前記少なくとも２つの異なる時点で評価された信号特性の変化（ΔＦＳ，ΔＦＲ）が所
定の閾値（ＳＦＳ，ＳＦＲ）以下である場合、前記少なくとも１つの移動可能な識別子発
生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）は自分自身をデアクティベートするために、前記デアクティベー
ト信号（ＤＳ）を前記識別子発生器側制御装置（ＳＴ）によって出力する
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ことを特徴とする、アクセス回路。
【請求項２】
　前記車両の少なくとも１つのドア（ＴＦＺ）の開放状態または閉鎖状態を検出するため
のドアセンサ（ＴＳＳ）を有し、
　前記車両側送受信装置（１９）は、該ドアセンサによってドアの閉鎖状態が識別された
場合に、前記１つまたは複数の問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）を送信する、請求項１
記載のアクセス回路。
【請求項３】
　前記車両側送受信装置（１９）はさらに、前記車両の少なくとも１つのドア（ＴＦＺ）
をロックするためのロック信号を受信するようにも構成されており、
　該車両側送受信装置（１９）は、該ロック信号の受信に応答して、前記１つまたは複数
の問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）を送信する、請求項１記載のアクセス回路。
【請求項４】
　前記少なくとも２つの異なる時点で評価された信号特性の変化（ΔＦＳ，ΔＦＲ）が所
定の閾値（ＳＦＳ，ＳＦＲ）を上回る場合、前記識別子発生器側制御装置（ＳＴ）は、前
記車両（ＦＺ）の少なくとも１つのドア（ＴＦＺ）をロックするためのロック信号（ＶＳ
）を出力する、請求項１から３までのいずれか１項記載のアクセス回路。
【請求項５】
　問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）の送信は、所定の時間セグメントに制限されている
か、または所定の数の問い合わせ信号に制限されている、請求項１から４までのいずれか
１項記載のアクセス回路。
【請求項６】
　問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）の送信は、周期的に繰り返す時間間隔で行われる、
請求項１から５までのいずれか１項記載のアクセス回路。
【請求項７】
　前記デアクティベート信号（ＤＳ）は、前記識別子発生器側送受信装置（ＳＥ）、また
は、前記少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）のエネルギー源を
デアクティベートするための信号である、
請求項１から６までのいずれか１項記載のアクセス回路。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）はさらに、ユーザに
よって操作するための操作エレメント（ＴＡ）を有し、
　該操作エレメント（ＴＡ）の操作によって、前記少なくとも１つの移動可能な識別子発
生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）が再びアクティベートされるように構成されている、請求項１か
ら７までのいずれか１項記載のアクセス回路。
【請求項９】
　前記デアクティベート信号（ＤＳ）は、前記識別子発生器側送受信装置（ＳＥ）、また
は、前記少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）のエネルギー源を
デアクティベートするための信号であり、
　前記操作エレメント（ＴＡ）の操作によって、前記少なくとも１つの移動可能な識別子
発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）のデアクティベートされた識別子発生器側送受信装置（ＳＥ）
またはエネルギー源が再びアクティベートされるように構成されている、
請求項８記載のアクセス回路。
【請求項１０】
　前記車両をロックするためのロック信号を送信した移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，
ＩＤＡ）は、所定の時間にわたって問い合わせ信号を受信しないかまたは評価しない、請
求項１から９までのいずれか１項記載のアクセス回路。
【請求項１１】
　前記信号特性は、フィールド強度および／またはフィールド方向を含む、請求項１から
１０までのいずれか１項記載のアクセス回路。
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【請求項１２】
　前記車両側送受信装置（１９）によって送信される問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）
は、同じかつ／または一定に維持された信号特性を有する、請求項１から１１までのいず
れか１項記載のアクセス回路。
【請求項１３】
　車両（ＦＺ）用のアクセス回路（１）を動作させる方法において、
　ａ）該車両（ＦＺ）側で１つまたは複数の問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）を送信す
るステップと、
　ｂ）少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）によって該問い合わ
せ信号（ＡＳ，ＡＳ２）を受信し、少なくとも２つの異なる時点において１つまたは複数
の問い合わせ信号の信号特性を評価するステップと、
　ｃ）少なくとも２つの異なる時点で評価された信号特性の変化（ΔＦＳ，ΔＦＲ）に依
存して異なる制御命令（ＤＳ，ＶＳ）を該少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（Ｉ
ＤＩ，ＩＤＡ）から出力するステップ
とを有し、
　前記ステップｃ）において、前記少なくとも２つの評価された信号特性の変化（ΔＦＳ
，ΔＦＲ）が所定の閾値（ＳＦＳ，ＳＦＲ）以下である場合、前記少なくとも１つの移動
可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）は自分自身をデアクティベートするために、該少
なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）をデアクティベートするため
のデアクティベート信号（ＤＳ）を出力する
ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　まず、前記車両（ＦＺ）の少なくとも１つのドア（ＴＦＺ）の閉鎖状態を検出し、その
後、ドアの閉鎖状態が検出された場合、該車両（ＦＺ）側で前記１つまたは複数の問い合
わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）を送信する、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　まず、前記車両のロック信号を受信し、該ロック信号に応答して該車両（ＦＺ）側で前
記１つまたは複数の問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）を送信する、請求項１３記載の方
法。
【請求項１６】
　前記少なくとも２つの問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）の評価された信号特性の変化
（ΔＦＳ，ΔＦＲ）が所定の閾値（ΔＦＳ，ΔＦＲ）を上回る場合、前記少なくとも１つ
の移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）は、前記車両（ＦＺ）の少なくとも１つの
ドア（ＴＦＺ）をロックするためのロック信号（ＶＳ）を出力する、請求項１３から１５
までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）はさらに、ユーザに
よって操作するための操作エレメント（ＴＡ）を有し、
　該操作エレメント（ＴＡ）の操作によって、デアクティベートされた前記少なくとも１
つの移動可能な識別子発生器（ＩＤＩ，ＩＤＡ）は再びアクティベートされるように構成
されている、請求項１３から１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　前記車両側で評価される問い合わせ信号（ＡＳ１，ＡＳ２）は、同じかつ／または一定
に維持された信号特性を有する、請求項１３から１７までのいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用のアクセス回路ないしは識別回路と、該回路の動作方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】



(4) JP 5322082 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

　現在の車両ないしは自動車では、アクセス権限問い合わせが遠隔操作によって開始され
る電子的なアクセス権限システムがますます多く設けられるようになっていきている。最
も簡単なケースではこのようなアクセス権限システムは、１つまたは複数の電子制御式の
鍵と、制御部と、該制御部に所属する少なくとも１つの鍵すなわち遠隔操作部とから構成
される。
【０００３】
　自動車に設けられる現在および将来のアクセス権限システムないしはアクセス回路は、
たとえばトランスポンダ技術を使用する電子保護システムを使用する。ここでは、自動車
を開ける前ないしは始動させる前にまず、該自動車に配置されたトランシーバと、たとえ
ば自動車ユーザの鍵またはキーホルダに配置されたトランスポンダとの間でデータ通信が
行われ、符号化されたデータが交換される。この符号化されたデータは、たとえば自動車
所有者による有効なアクセス権限を行うためのデータである。このようなアクセス権限シ
ステムはたとえば、Siemens VDO社によって開発および販売されているＰＡＳＥシステム
である。このＰＡＳＥは、「パッシブアクセススタートアンドエントリ」（Passive Acce
ss Start and Entry）を意味する。アクセス権限問い合わせはここでは、ドアグリップの
操作によって開始されるか、または自動車に接近するだけで開始される。機械的または電
子的な鍵をアクティブに操作する必要がないので、このような種類のアクセス権限はパッ
シブアクセス権限問い合わせとも称され、相応の施錠システムはパッシブ電子アクセス権
限システムと称される。
【０００４】
　時折、たとえば上記のＰＡＳＥシステム等であるパッシブ方式のアクセスシステム権限
システムを備えていない既存のキーレス式の電子アクセス権限システムに、このパッシブ
方式のアクセス権限システムも装備しなければならないことがある。公知のシステムでは
、パッシブ方式のアクセス権限システムを後付けするためには、車両側でとりわけ少なく
とも１つの車両ドアに、該パッシブ方式のアクセス権限システム用の電子キー（ＰＡＳＥ
キー）を周期的に探索する送信器を設けなければならない。さらに、車両側に次のような
相応の受信器も配置しなければならない。すなわち、従来のシステムの中央ロック装置に
電子的に結合されており、ＰＡＳＥキーとのデータ通信の評価結果がポジティブであると
、該受信器に電子的に結合されている中央ロック装置へ相応の制御信号を送信する受信器
も配置しなければならない。このような後付け可能なパッシブ方式のアクセス権限システ
ムは、たとえばＤＥ１０２００４０３９８３５Ｂ３から公知である。
【０００５】
　上記の文献では、パッシブアクセス権限システムが後付けされた車両へのアクセス権を
車両ユーザがどのように得るかが記載されている。しかしここでは、車両ユーザがたとえ
ば車両の停止後に該車両を離れた場合、何が起こるのかという観点は考慮されていない。
その際には、パッシブアクセス用の電子キーが車両内に残され、第２のキーを使用して該
キーのロックキーの操作により、車両をロックするための信号が与えられるという事態が
生じる。また、別のメカニズムによって車両のロックが実施されることも考えられる。従
来のパッシブ方式のアクセス権限システムでは、車両内に残された電子キーをロック後に
デアクティベートするために、実質的に内部空間に制限された特別な阻止信号または相応
のデアクティベート信号を送信することにより、車両内に残された電子キーを少なくとも
所定の時間にわたって阻止ないしはデアクティベートする。後付けされたパッシブアクセ
ス権限システムの場合、上記で簡単に述べたように、問い合わせ信号を電子キーへ周期的
に送信するための後付け式の車両側送信ユニットは、とりわけ車両ドア内に設けられる。
したがってこのことにより、車両の外側に存在する電子キーを不所望に阻止ないしはデア
クティベートすることなく、基本的に車内空間に制限された阻止信号を送信するのは困難
である。
【特許文献１】ＤＥ１０２００４０３９８３５Ｂ３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　それゆえ本発明の課題は、従来技術の上記の問題を解決しセキュリティの改善を保証す
る、とりわけ後付け式のアクセス回路ないしは該アクセス回路の動作方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題は、少なくとも１つの移動可能な識別子発生器が、車両側送受信装置から問い
合わせ信号を受信し、少なくとも２つの異なる時点で１つまたは複数の問い合わせ信号の
信号特性を評価するための識別子発生器側装受信装置と、少なくとも２つの異なる時点で
評価された信号特性の変化に依存して異なる制御命令を出力するための識別子発生器側制
御装置とを有することによって解決される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明では、とりわけ車両へのアクセスを制御するための車両用アクセス回路ないしは
識別回路は、以下の特徴を有する。車両側の１つまたは複数の信号ないしは問い合わせ信
号を送信するための車両側送受信装置が設けられている。とりわけ車両側の送受信装置は
、同じ信号特性を有する問い合わせ信号、たとえば等しいフィールド強度および／または
同じフィールド方向を有する問い合わせ信号を送信するように構成されている。さらに、
とりわけ比較的長い時間セグメント（たとえば１～数秒の領域内の時間セグメント）にわ
たって送信された問い合わせ信号内の信号特性が一定に維持される。アクセス回路はまた
、少なくとも１つの移動可能な識別子発生器ないしは携帯可能なユーザ識別装置も有し、
該移動可能な識別子発生器ないしは携帯可能なユーザ識別装置は、車両側の送受信装置か
らの問い合わせ信号を受信し少なくとも２つの異なる時点における該１つまたは複数の問
い合わせ信号の信号特性を評価するための識別子発生器側の送受信装置を有する。このこ
とに関してはとりわけ、比較的長い時間セグメント（たとえば１～数秒の領域内の時間セ
グメント）にわたって送信された問い合わせ信号の場合、少なくとも評価ないしは測定を
２回行うか、または、受信された問い合わせ信号のうち複数ないしは少なくとも２つの問
い合わせ信号の信号特性を評価ないしは測定することができる。少なくとも１つの移動可
能な識別子発生器はさらに、少なくとも２つの異なる時点で評価ないしは測定された信号
特性の変化に依存して異なる制御命令を出力するための識別子発生器側の制御装置を有す
る。このように少なくとも２つの異なる時点で信号特性が評価されることにより、識別子
発生器側の制御装置は、たとえば自動車ユーザが車両から離れる際に移動可能な識別子発
生器を持って行ったために該移動可能な識別子発生器が移動したか（測定ないしは評価さ
れた信号特性が変化したか）、または、該移動可能な識別子発生器がたとえば自動車ユー
ザによって車両内ないしは車両座席空間内に忘れられたために移動しなかったか（測定な
いしは評価された信号特性の変化が僅かであったかまたは無かったか）を判定することが
できる。換言すると、送信された問い合わせ信号の信号特性が等しいかないしは時間的に
一定である場合、所定の位置では、受信された問い合わせ信号の測定される信号特性（フ
ィールド強度ないしはフィールド方向等）は少なくとも平均して一定にとどまる。したが
って、据置されたかないしは車両内に忘れられた識別子発生器は、問い合わせ信号の測定
時には少なくとも平均して、信号特性の変化を識別しないのに対し、自動車ユーザによっ
て持って行かれた識別子発生器は、測定された信号特性の変化を検出する。信号特性の変
化に相応して、識別子発生器側の制御装置は異なる制御命令を送出することができ、この
ような制御命令は移動可能な識別子発生器自体で実行されるか、または識別子発生器側の
送受信装置によって車両へ伝送された後に該車両で実行することができる。したがって、
問い合わせ信号の信号特性のこのような監視と、所定の制御命令の相応の送信とによって
、必要なセキュリティ手段が実施され、アクセス回路のセキュリティが改善される。
【０００９】
　車両側の送受信装置によって行われる車両側の１つまたは複数の信号ないしは問い合わ
せ信号の送信をトリガするために、トリガ装置を設けることができる。このトリガ装置は
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、たとえばトリガ信号またはトリガ状態等のトリガイベントを検出し、それに応答して、
車両側の送受信装置に対して、１つまたは複数の問い合わせ信号を送信するように指示す
るように構成される。
【００１０】
　トリガ装置はトリガイベントとしてたとえば、ドアセンサはロック状態を検出するため
、ないしは開閉状態を検出するために使用されるドアセンサを有することができる。トリ
ガ信号またはトリガ状態（トリガ）として、ドアセンサによって検出されたドア閉鎖状態
を使用し、この検出されたドア閉鎖状態に応答して、車両側の送受信装置に対し、問い合
わせ信号を送信するように指示されるようにすることができる。さらに、１つまたは複数
の問い合わせ信号を送信する基準として、まずはドア開放状態が検出され、その後にドア
閉鎖状態が検出されたことと決定することができる。このことは、車両ユーザが目的地で
降車するために車両ドアを開け、降車した後に該車両ドアを閉める場合に起こる。閉鎖状
態を識別すること、ないしは最初に開けられた後に閉められた状態を識別する他に、複数
の問い合わせ信号が送信される別の付加的または択一的な基準（トリガイベント）として
、車両の少なくとも１つのドアのロック状態が検出されることとすることができる。少な
くとも１つのドアのロック状態が検出されると、１つまたは複数の問い合わせ信号の送信
が開始される。ドアのロック状態を問い合わせるためにトリガ装置は、車両の少なくとも
１つのドアに所属するロック装置を有することができる。さらに、上記の基準の他に別の
付加的または択一的な基準として、エンジンないしは内燃機関の運転状態が検出されるこ
ととすることができる。エンジンが停止されるかないしは非作動状態にある場合、１つま
たは複数の問い合わせ信号の送信が開始される。エンジンないしは内燃機関の運転状態を
検出するために、トリガ装置はさらにエンジンセンサも有することができる。
【００１１】
　また、トリガ装置が車両側の送受信装置自体を有する構成も可能である。この車両側の
送受信装置はトリガイベントとして、車両の少なくとも１つのドアをロックするためのロ
ック信号を受信し、該ロック信号の受信に応答して１つまたは複数の問い合わせ信号を送
信するように構成される。ここではロック信号は、ロック信号を送信するため（有利には
、ロック解除信号を送信するためにも）構成された任意の遠隔制御部から送信することが
できる。とりわけ、移動可能な識別子発生器がロック信号を（たとえば、ユーザがキーを
押したことに応答して）送信する構成が考えられる。このようにロック信号の受信に応答
して問い合わせ信号を送信する利点は、以下のケースで得られる。アクセス回路は少なく
とも１つの移動可能な第１の識別子発生器と、１つの移動可能な第２の識別子発生器とを
有する。車両の停止ないしは駐車後に移動可能な第１の識別子発生器が、該車両から離れ
ていくユーザによって持って行かれ、移動可能な第２の識別子発生器は車両内に忘れられ
た。ここでユーザないしは該ユーザの移動可能な第１の識別子発生器が、たとえば該移動
可能な第１の識別子発生器にロック信号のために設けられたキーが押されることにより、
ロック信号を車両に送信すると、車両の１つないしはすべてのドアがロックされ、該車両
は問い合わせ信号の送信を開始する。この問い合わせ信号は、車内に忘れられた移動可能
な第２の識別子発生器によって受信され、該第２の識別子発生器は相応の制御命令を実行
し、とりわけデアクティベートを実行する（下記の詳細な記載を参照されたい）。という
のも、該第２の識別子発生器の位置は変化せず、測定される信号特性は変化しないからで
ある。したがって、車両は「アクティブに」ロックされたにもかかわらず、上記のケース
ではさらに、問い合わせ信号の送信も行われ、これによって、車両内に残された識別子発
生器がデアクティベートされるのが保証される。
【００１２】
　有利な構成では識別子発生器側の制御装置は、少なくとも２つの異なる時点で評価され
た信号特性の変化が所定の閾値以下である場合、移動可能な識別子発生器をデアクティベ
ートするためのデアクティベート信号、とりわけ識別子発生器側の送受信装置をデアクテ
ィベートするためのデアクティベート信号を出力するように構成されている。換言すると
、移動可能な識別子発生器はたとえば車内に忘れられたために、信号特性の少なくとも２
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回の測定ないしは評価の間の時間間隔中に移動可能な識別子発生器が同一の場所にとどま
っていると推定できる程度に、少なくとも２つの異なる時点で評価された信号特性の変化
が小さいので、識別子発生器側の制御装置は、該移動可能な識別子発生器または識別子発
生器側の送受信装置のみのデアクティベートを決定し、該移動可能な識別子発生器は少な
くとも所定の時間にわたって、車両側の送受信装置による認証を実行することはできない
（場合によっては、車両ドアのロック解除も可能にする）。移動可能な識別子発生器のデ
アクティベートを行うためにはたとえば、識別子発生器のエネルギー源から該識別子発生
器の電子的コンポーネントへの給電を遮断することができる。ここで、デアクティベート
された移動可能な識別子発生器ないしは該移動可能な識別子発生器のデアクティベートさ
れた送受信装置を再びアクティベートするためには、該移動可能な識別子発生器はたとえ
ば、キーとして形成された操作エレメントを有し、ユーザないしは自動車ユーザが該操作
エレメントを操作することにより、該移動可能な識別子発生器または該移動可能な識別子
発生器の送受信装置のアクティベートが開始されるように構成することができる。したが
って、従来のアクセスシステムとは対照的に、移動可能な識別子発生器のデアクティベー
トは外側から車両側の送受信装置の阻止信号によって行われるのではなく、異なる時点の
問い合わせ信号の信号特性を移動可能な識別子発生器自体が分析することによって行われ
る。相応に、移動可能な識別子発生器自体で直接、再アクティベートを行うこともできる
。
【００１３】
　別の有利な実施形態では識別子発生器側の制御装置は、少なくとも２つの異なる時点で
評価された信号特性の変化が所定の閾値より大きい場合、車両のドアをロックするための
ロック信号を出力するように構成される。このことは、少なくとも２つの異なる時点で評
価された信号特性の有意な変化が生じたことを識別子発生器側の制御装置が検出した場合
、たとえば自動車ユーザのポケット内に入れられて該自動車ユーザによって車両から持ち
去られたため、移動可能な識別子発生器が移動したことを該識別子発生器側の制御装置が
推定できることを意味する。この場合、自動車ユーザ自身は車両のロックを気にかける必
要がなく、この車両のロックは移動可能な識別子発生器が引き継ぐ。こうするためには移
動可能な識別子発生器は、１つまたは複数の問い合わせ信号の異なる時点における信号特
性を評価した後に該信号特性の有意な変化を識別し、たとえば識別子発生器側の送受信装
置を介してロック信号を車両側の送受信装置へ送信し、該送受信装置は（場合によっては
車両側の制御装置を介して）少なくとも１つのドアをロックするために該ロック信号を転
送する。このロック装置は、個々ないしは特定の電子制御式の錠とするか、または車両の
中央ロック装置として構成することができる。移動可能な識別子発生器側でロック信号を
送信する基準として、信号特性の変化を検出する他に付加的に、第１の問い合わせ信号か
ら第２の問い合わせ信号への受信されたフィールド強度の低減も検出されることに留意さ
れたい。
【００１４】
　別の構成では、（１つまたは複数の所定の基準が満たされた後、たとえば少なくとも１
つのドアの閉鎖状態が検出された後）問い合わせ信号の送信は所定の時間間隔で行われる
か、または周期的に繰り返す時間間隔でも行われる。このような時間間隔は、移動可能な
識別子発生器の移動された場合の有意な信号特性変化を検出するために、１秒～数秒とす
ることができ、とりわけ５秒（ｓ）とすることができる。すでに述べたように、問い合わ
せ信号の送信は１つまたは複数の所定の基準にしたがって行われる。また、１つまたは複
数の所定の基準にしたがって終了することもできる。その際には問い合わせ信号の送信は
、たとえば３０秒の所定の時間間隔に制限するか、または所定の数の問い合わせ信号に制
限し、たとえば２～６つの問い合わせ信号に制限することができる。さらに、移動可能な
識別子発生器のロック信号の受信を、問い合わせ信号の送信を終了する基準とすることが
できる。完全にするために述べておくと、たとえば自動車ユーザ側が車両を離れ、少なく
とも１つの車両ドアが閉められた場合、車内に移動可能な識別子発生器が残されると同時
に、別の移動可能な識別子発生器が該自動車ユーザによって該車両から持ち去られる場合
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がある。その際には、（たとえば後付けされたパッシブアクセスシステムのように）自動
車ユーザ側の操作によってロック信号をアクティブに送信できる移動可能な識別子発生器
により、１つまたは複数（とりわけ複数）の問い合わせ信号が送信される前にすでに、ア
クティブに送信されたロック信号をたとえば車両側の送受信装置によって受信することが
可能である。この場合、車両側の送受信装置は有利には、ロック信号を受信したにもかか
わらず、１つまたは複数の（とりわけ複数の）問い合わせ信号を送信することができる。
このことにより、車内に残された移動可能な識別子発生器も、１つまたは複数の問い合わ
せ信号の異なる時点における信号特性の変化を検出し、場合によってはデアクティベート
することもできる。
【００１５】
　別の有利な構成では、識別子発生器側の制御装置によって評価される信号特性には、車
両側の送受信装置から送信された問い合わせ信号のフィールド強度および／またはフィー
ルド方向が含まれる。とりわけフィールド方向を検出するためには識別子発生器側の送受
信装置は、（無線信号の形態の）問い合わせ信号の３次元のフィールドベクトルを検出す
るのを可能にする３次元のアンテナ構造を有する。
【００１６】
　本発明の別の側面では、車両用のアクセス回路を動作する方法を提供する。本方法は以
下のステップを有する。車両側で、１つまたは複数の問い合わせ信号を送信する。この問
い合わせ信号の送信は、たとえばトリガ信号ないしはトリガ状態等のトリガイベントを検
出することによってトリガないしは実施することができる。たとえば、車両の少なくとも
１つのドアの閉鎖状態を検出することにより、問い合わせ信号の送信を行うことができる
。最後に、移動可能な識別子発生器によって、送信された問い合わせ信号が受信され、信
号特性に関して評価される。次に、少なくとも２つの異なる時点で評価された信号特性の
変化に依存して異なる相応の制御命令が、移動可能な識別子発生器から出力される。少な
くとも２つの異なる時点で信号特性をこのように評価することにより、移動可能な識別子
発生器がたとえば自動車ユーザによって車両から持ち去られたかまたは車両内に未だ存在
して残されたかを、該移動可能な識別子発生器が検出することができる。相応に、異なる
制御命令を送信することによってセーフティ関連の手段を開始することができる。
【００１７】
　上記の回路の有利な構成は、その他の点で方法にも転用できる限り、本方法の有利な構
成と見なすことができる。
【実施例】
【００１８】
　以下で、本発明の実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。
　まず図１を参照する。ここではアクセス権限システムないしはアクセス回路１が示され
ており、このアクセス権限システムないしはアクセス回路１は、ここでは自動車で使用す
るために構成されている。アクセス権限システム１は、車両側の定置領域２と、キー側の
移動可能領域３とを有する。
【００１９】
　移動可能領域３には、電子キー４として構成された移動可能な識別子発生器が設けられ
ている。電子キー４は２つのキー領域５および６を有する。第１のキー領域５はここでは
、詳細に示されていないトランスポンダを有し、たとえばＰＡＳＥシステム等であるパッ
シブアクセスシステム用に構成されている。さらに第１のキー領域５は、誘導アンテナな
いしは受信アンテナ８を有する受信装置７と、前記受信装置７に接続された制御評価回路
９とを備えている。第２のキー領域６は、１つまたは複数のドアキーを遠隔制御によって
ロック解除およびロックするための遠隔操作機能（ＲＫＥ‐Remote Keyless Entry）を有
する。典型的には、この遠隔操作は約４４７ＭＨｚの領域の周波数で動作するが、このこ
とは必ずしも必須ではない。遠隔操作部は複数のスイッチ位置を有することができ、たと
えば、運転席ドアのみ、すべてのドア、トランクドア等を開けるべきか、またはこれらの
ドアを閉めるかないしはロックすべきかを区別するためのスイッチ位置を有することがで
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きる。
【００２０】
　遠隔操作部は少なくとも、図１では示されていない遠隔操作キーを有する。この遠隔操
作キーは公知のように、たとえば容量式のピックアップまたは圧力ピックアップ等である
相応のピックアップ１０に結合されている。このピックアップ１０自体は、接続線路を介
して制御評価装置１１に結合されており、該制御評価装置１１は送信装置１２に接続され
ている。キー４内の評価制御回路９，１１はたとえば、ＰＬＤまたはＦＰＧＡ等であるプ
ログラマブル論理回路として構成するか、または単なるマイクロプロセッサとして構成す
ることができる。
【００２１】
　さらに、電子キー４は付加的に、機械的キー領域１３も有する。この領域１３はドア錠
を機械的に開けるために、鍵歯部またはキービット１３を備えている。さらにキーＴＡも
設けられている。この機能は以下で、図２ないしは３に基づいて説明する。
【００２２】
　車両側の定置領域２は、パッシブ電子アクセス権限システム１４（または略してパッシ
ブアクセスシステム）とアクティブ電子アクセス権限システム１５（または略してアクテ
ィブアクセスシステム）とを有する。パッシブアクセスシステム１４はここでは後付けシ
ステムとして構成されており、車両のドア内に設けられており（図２も参照されたい）、
制御回路１６を有する。制御回路１６はパッシブアクセス権限問い合わせ１７を検出する
ために、そのために専用に設けられたスイッチまたはセンサ１８に接続されている。スイ
ッチ１８はたとえばドアグリップ内に配置される。センサとして適しているのは、有利に
は容量性センサであるか、または光学的センサであり、たとえばライトバリアが適してい
る。制御回路１６はさらに送信装置１９にも接続されている。この送信装置１９自体は、
少なくとも１つの誘導アンテナないしは送信アンテナ２０に接続されている。誘導アンテ
ナ２０の到達範囲は、アクセス権限を検査するために、典型的には車両ドアから約１～２
ｍまでの範囲に限定される。しかし、自動車ユーザが車両を離れるシナリオのためには、
この到達範囲をより大きな数ｍの到達範囲にすることもできる（図２および３に関する説
明を参照されたい）。このような車両側およびキー側の送信装置１９ないしは受信装置７
により、パッシブアクセスシステム１４の適用時には、車両側のベースステーションと第
１のキー領域内のトランスポンダとの間で、有利には無指向性のデータ通信が確立され、
図１中の相応のアンテナ８，２０間の相応の通信区間は参照符号２１によって示されてい
る。このデータ通信２１は有利には、高周波の電磁波によって行われ、この電磁波はデー
タセキュリティを改善するために、有利には暗号または固定コードによって保護される。
しかし、このことは必須ではない。データ通信が暗号または固定コードによって保護され
る場合には、該データ通信は有利には双方向で行われる。この場合には、アンテナ８，２
０はそれぞれ送信アンテナ／受信アンテナとして構成し、相応の要素７，１９は送信装置
／受信装置（トランシーバ）として構成しなければならない。
【００２３】
　アクティブアクセスシステム１５は制御回路２２を有し、たとえば、無線遠隔操作によ
って制御される中央ロック装置の制御回路２２を有する。こうするためには、制御装置２
２は受信器２３に接続されている。第２のキー領域６内の送信器１２およびアンテナ４０
と、アクティブアクセスシステム内の受信器２３およびアンテナ４１とを介して、参照符
号２４によって示された通信接続が確立された。制御回路２２は少なくとも１つの錠２５
に接続されており、たとえばタンクカバーまたはトランクカバー等のドア錠に接続されて
いる。
【００２４】
　さらに、給電電圧源２６も設けられている。自動車の場合には給電電圧源２６は、出力
側で直流電圧を供給する自動車バッテリーとして構成されている。給電電圧源２６は２つ
の給電出力端２７，２８を有する。第１の給電出力端２７は、参照アースの電位ＧＮＤを
有する。第２の給電端子２８はバッテリー電位ＶＢＡＴを供給する。第１の制御回路１６
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および第２の制御回路２２はそれぞれ給電線路２９，３０を介して第２の給電端子２８に
接続されており、これらの制御回路にはそれぞれバッテリー電位ＶＢＡＴが供給される。
さらに両制御回路１６，２２は、参照アースの電位ＧＮＤにも接続されている。
【００２５】
　第１のキー領域５内の制御評価回路９は電気的な接続線路３１を介して、第２のキー領
域内の相応の制御評価回路１１に接続されている。付加的または択一的に、機械的な操作
装置を介して制御評価回路９と第２のキー領域６内の相応のピックアップ１０とが結合さ
れる構成も可能である。このような構成により、制御評価回路９による制御によって、ピ
ックアップ１０に及ぼされた機械的な圧力をシミュレートすることができる。このことは
図１では、接続部分３２によって示されている。
【００２６】
　すでに簡単に述べたように、アクセス権限システム１内には、パッシブアクセスシステ
ム１４等である第１のキー領域５が後付けされている。すなわち本来のアクセス権限シス
テム１は、第２のキー領域６を有する電子キー４とアクティブアクセスシステム１５のみ
を有していた。パッシブアクセスシステム１４をバッテリー２６に結合し、第１のキー領
域５を電子キー４に結合することにより、アクセス権限システムの非常に簡単かつ洗練さ
れた後付けを行うことができる。
【００２７】
　以下で、（後付け式の）アクセス権限システム１の動作を図１に沿って、ユーザまたは
自動車ユーザが車両にアクセスしたい場合に関して説明する。ここではまず、パッシブア
クセス権限問い合わせを行う場合のみを考察する。
【００２８】
　パッシブアクセス権限問い合わせの場合、たとえばユーザが自動車に近づく場合、まず
はスイッチ１８のうち少なくともいずれか１つが操作されるか、または相応のセンサ１８
が応答する。このスイッチ１８ないしはセンサ１８はセンサ信号３３を生成し、該センサ
信号３３は制御回路１６によって評価される。センサ信号３３の評価結果が肯定的である
場合、第１のデータ通信２１が行われる。この第１のデータ通信２１では、パッシブアク
セスシステム１４と第１のキー領域５内のトランスポンダとの間で暗号データが交換され
、これにより、アクセス権限問い合わせ１７が正当であるか否かが検出される。正当なキ
ーが与えられた自動車ユーザが自動車に近づく場合、パッシブアクセス権限問い合わせ１
７は正当である。このことは、トランスポンダ内の制御評価回路９および制御回路１６で
検出される。正当なアクセス権限問い合わせ１７の評価結果が肯定的である場合、制御評
価回路９は制御信号３４を生成し、該制御信号３４は第２のキー領域６内の制御評価回路
１１へ供給される。この制御信号３４によって、操作後のピックアップ１０の信号に相応
するアクティブアクセス権限問い合わせがシミュレートされる。これによって、送信器１
２ないしはアンテナ４０を介してアクセス制御信号が、第２のデータ通信２４を介してア
クティブアクセス権限システム１５の受信装置２３へ送信される。ここではこのアクセス
制御信号がパッシブアクセス権限問い合わせであるにもかかわらず、第２の制御回路２２
は、該アクセス制御信号をアクティブアクセス権限問い合わせと見なす。ここで、制御回
路２２は錠を（または、中央ロック装置の錠も）相応に駆動制御し、該錠２５はロック解
除される（または、下記でも説明するように、ロックされる）。したがって、この車両側
のロック解除ないしはロック過程は、キー４の遠隔操作キーを手動で操作する場合の従来
の遠隔制御式のロック解除過程とは異ならない。
【００２９】
　ここに図示されたアクセス権限システム１はもちろん、ユーザが電子キーの遠隔操作部
を操作する場合、すなわち実際のアクティブアクセス権限問い合わせが存在する場合にも
機能する。この場合、アクティブアクセスシステム１５との直接的なデータ通信２４を行
うためには、第２のキー領域６の要素を使用するだけである。さらに錠２５は、キービッ
ト１３のみを使用してロック解除および／またはロックすることができる。
【００３０】
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　以上では図１を参照して、自動車ユーザが自動車にアクセスしたい場合を説明したが、
以下では図２ないしは３を参照して、自動車ユーザがたとえば自動車を停止ないしは駐車
して離れたい場合を考察する。ここで図２には車両ＦＺが示されており、該車両ＦＺは車
両ドアＴＦＺ（ここでは見やすくするために拡大縮尺どおりではなく、いくらか拡大して
示されている）を有し、該車両ドアＴＦＺ内には、図１の車両側の定置領域２の幾つかの
構成要素が収容されている。しかしここでは、アクティブアクセスシステムの構成要素（
４１，２２，２３）が車両ＦＺの別の場所に設けられている構成も可能である。１つまた
は複数のスイッチ１８も車両ドア内に設けることができるが、図２には示されていない。
というのも、このスイッチ１８は以下の説明では必要でないからである。
【００３１】
　図２は車両ＦＺの他に、移動可能な識別子発生器ないしは電子キーを示している。ここ
では、１つの電子キーＩＤＩは車内に存在し、たとえば車両座席空間内に存在し、別の電
子キーＩＤＡは車両ＦＺの外側に存在する。ここでは、外側にある電子キーＩＤＡは第１
の位置ＰＯＳ１から第２の位置ＰＯＳ２へ移動する。各電子キーＩＤＩおよびＩＤＡは双
方とも同じ構成を有し（キー４に相応する）、見やすく図示するために、重要な構成要素
のみを概略的に図示した。これらの電子キーＩＤＩないしはＩＤＡは、アンテナＡＮ（た
とえば、キー４のアンテナ８，４０の代わり）と、送受信装置ＳＥ（キー４の受信装置７
および送信装置１２をまとめたもの、ないしは該受信装置７および送信装置１２の代わり
）と、（識別子発生器側の）制御装置ＳＴ（キー４の制御評価回路９，１１をまとめたも
の、または該制御回路９，１１の代わり）とを有する。ここで、アンテナＡＮは３次元構
造を有することにより、受信された問い合わせ信号のフィールド方向の変化を検出できる
ように構成することも可能であることも述べておく。また、電子キーＩＤＩないしはＩＤ
ＡはキーＴＡも有し、該キーＴＡは自動車ユーザによって操作可能であり、制御装置ＳＴ
に接続されている。このキーＴＡの意義を、以下で詳細に説明する。
【００３２】
　ここで、自動車ユーザが車両ＦＺの停止後に該車両を離れようとしており、１つの電子
キーＩＤＩは未だ車内に存在するのに対し、別の電子キーＩＤＡは自動車ユーザによって
持って行かれ、車両から移動され、ないしは車両ＦＺから持ち去られるケースを考察する
。電子キーＩＤＩはたとえば、同様に車両ＦＺのアクセス権限システムに対する電子キー
を有する同乗者によって、座席上に誤って残される。自動車ユーザが車両を離れる際の可
能なフローが、図３の実施例で示されている。
【００３３】
　自動車ユーザが車両ＦＺを離れようとする場合、まず車両ＦＺのドアＴＦＺを開け、車
両から降車し、ドアＴＦＺを再び閉める。したがって、ステップＳ１において後続のステ
ップを開始する第１の基準（ないしはトリガイベント）を、ドアの閉鎖状態が識別される
こととすることができる。また、最初はドアの開放状態が識別された後にドアの閉鎖状態
が識別されることを基準とすることも考えられる。その時点のドア状態は、ここではドア
閉鎖センサＴＳＳによって識別される。このドア閉鎖センサＴＳＳは制御回路１６に接続
されている。さらに、後続のステップを開始する別の基準として、車両のエンジンないし
は内燃機関が停止されたか否かを検査することもできる。このことは、車両の停止ないし
は駐車を表す指標と見なすことができる。こうするために、車両はエンジンセンサＭＳを
有し、エンジンセンサＭＳも、（図示されていないが）制御回路１６に接続されている。
【００３４】
　制御回路１６によって各センサＴＳＳを使用してドアの閉鎖状態が識別されたか、また
はドアの開放状態が識別された後にドアの閉鎖状態が識別され、センサＭＳによってエン
ジンの停止状態が識別された場合（ここではトリガイベントは、１つまたは複数の基準が
満たされたことを含むことができる）、制御回路１６は、この例では同じ信号特性（たと
えば等しいフィールド強度および／またはフィールド方向）を有する複数の問い合わせ信
号を送信装置１９からアンテナ２０を介して送信し始める。この問い合わせ信号は数秒の
時間間隔で送信され、たとえば５ｓの時間間隔で送信される。図３には、送信装置１９か



(12) JP 5322082 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

ら送信される問い合わせ信号ＡＳ１およびＡＳ２が２つのみ示されているが、このような
問い合わせ信号を２つより多くすることも考えられる。
【００３５】
　ここで再び図３を参照すると、時間的順序にしたがってステップＳ２で第１の問い合わ
せ信号ＡＳ１が送信され、該第１の問い合わせ信号ＡＳ１はその後、ステップＳ３で両電
子キーＩＤＩおよびＩＤＡによって受信され、ないしは、たとえばフィールド強度および
／またはフィールド方向等の信号特性に関して評価される。これに相応して、ステップＳ
４で車両ないしは送信装置１９から送信された第２の問い合わせ信号ＡＳ２も、ステップ
Ｓ５で両電子キーＩＤＩ，ＩＤＡによって受信され、信号特性に関して評価される。特定
の信号特性の変化のみを分析することも可能であるが、以下では、問い合わせ信号のそれ
より多くの信号特性、たとえばフィールド強度およびフィールド方向が分析される。
【００３６】
　少なくとも２つの問い合わせ信号が受信され、信号特性に関して評価された後、ステッ
プＳ６において各制御装置ＳＴで、フィールド強度の変化ΔＦＳおよびフィールド方向の
変化ΔＦＲの比較が行われる（すでに述べたように、信号特性のうち１つのみを分析する
ことも考えられる）。ここで、たとえばキーＩＤＩである電子キーが車内に忘れられ、か
つ自動車ユーザが車両から離れた場合を前提とすると、第１の問い合わせ信号ＡＳ１およ
び第２の問い合わせ信号ＡＳ２は車内の電子キーＩＤＩによって、実質的には等しい信号
特性ないしは等しいフィールド強度またはフィールド方向で受信される。アンテナ２０か
らアンテナＡＮまでの間隔ＦＩは不変に維持される。したがって、変化ΔＦＳないしはΔ
ＦＲは非常に小さいか、ないしはゼロに等しくなる。それゆえ、変化が行われたことを検
出するためには、それぞれの閾値を使用し、フィールド強度の変化に関する閾値ＳＦＳと
、フィールド方向の変化に関する閾値ＳＦＲとを使用する。したがって、車両内で基本的
に動かない電子キーＩＤＩの場合、フィールド強度およびフィールド方向の変化は各閾値
ＳＦＳないしはＳＦＲを下回るので、ここでは図中の「いいえ」分岐に分かれる。換言す
ると、車内の電子キーＩＤＩの制御装置ＳＴは、フィールド方向およびフィールド強度の
変化が存在しないこと、ひいては電子キーＩＤＩの移動がないことを検出し、これに相応
して、該電子キーが車内に存在することを推定する。車内に存在するこのようなキーは、
上記のアクセス権限付与過程に対してセキュリティホールとなるため、キーＩＤＩの制御
装置ＳＴはステップＳ７でキーＩＤＩをデアクティベートないしは阻止する。その際には
、キーＩＤＩの送受信装置ＳＥのみを所定の時間にわたって阻止するかないしは永続的に
阻止することにより、たとえば認証過程を行えなくなるようにすることができる。または
、たとえばキーの未図示のエネルギー源からのエネルギー供給をスイッチによって遮断す
ることにより、キーＩＤＩ全体を阻止ないしはデアクティベートすることができる。
【００３７】
　このように、車両の問い合わせ信号を受信および評価することにより、内部に存在する
キー自体によって、該キーが車内に存在し、セキュリティ上の危険性を低減するために該
キー自体をデアクティベートしなければならないことを検出することができる。その際に
は、上記のキーＴＡを使用して自動車ユーザは、該キーを単純に操作するかまたは所定の
「アクティベートパターン」にしたがって操作することにより、部分的または完全に阻止
ないしはデアクティベートされたキーを再びアクティベートすることができる。
【００３８】
　ここで、電子キーＩＤＡが自動車ユーザによって（たとえば該自動車ユーザのズボンポ
ケットまたはバッグに入れて）持っていかれ、該自動車ユーザが車両ＦＺから降車し、ド
アを閉めた後に自動車ＦＺから離れるケースを説明する。
【００３９】
　自動車ユーザが車両ＦＺからの降車後にドアＴＦＺを閉めると、すでに述べたように、
問い合わせ信号の送信が送信装置１９によって開始される。その際には第１の位置ＰＯＳ
１に、外側の電子キーＩＤＡがアンテナ２０からわずかな距離ＦＡ１で存在する。この距
離ＦＡ１はたとえば、車内の電子キーＩＤＩの距離ＦＩに相応することもある。しかし、
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外側の電子キーＩＤＡは自動車ユーザによって車両ＦＺから持ち去られるので、アンテナ
２０までの間隔ＦＡ２はたとえば位置ＰＯＳ２で拡大される。したがって、受信された第
１の問い合わせ信号ＡＳ１の信号特性は位置ＰＯＳ１で、位置ＰＯＳ２における第２の問
い合わせ信号ＡＳ２の信号特性と明らかに区別される。それゆえ、車外の電子キーＩＤＡ
の制御装置ＳＴは位置ＰＯＳ２で、信号特性の評価後、とりわけフィールド強度およびフ
ィールド方向の評価後に、フィールド強度のその時点の変化ΔＦＳおよびフィールド方向
の変化ΔＦＲが、それぞれの限界値ＳＦＳないしはＳＦＲを上回るほど有意であることを
検出する（ステップＳ６を参照されたい）。信号特性のこのように有意な変化に基づいて
、電子キーＩＤＡないしは該電子キーの制御装置ＳＴは、該電子キーＩＤＡが（たとえば
車内に）残されておらず、移動されたかないしは（車両ユーザによって）車両から持ち去
られたことを推定することができる。この検出に基づいて、制御装置ＳＴはステップＳ８
で、たとえば位置ＰＯＳ２でロック信号ＶＳを生成し、ステップＳ９で送受信ユニットＳ
ＥおよびアンテナＡＮを介して、アクティブアクセスシステム（１５，図１を参照された
い）のアンテナ４１へ該ロック信号ＶＳを送信する。ここでロック信号は受信器２３によ
って受信され、制御回路２２によって評価され、最後に錠２５へ伝送されるか、ないしは
錠２５の代わりとなる中央ロック装置へ伝送される。錠２５ないしは中央ロック装置はス
テップＳ１０で、対応する１つまたは複数のドア錠をロックする。このようにして、図１
および２によれば後付けされたパッシブアクセス権限システムでも、電子キーが車両から
移動されるかないしは持ち去られた場合に該電子キーが車両を自動的にロックすることに
より、高いセキュリティ水準が実現される。
【００４０】
　なお、以上で説明した電子キーＩＤＡが車両の外側領域において時間とともに移動しな
いかまたはほとんど移動せず、信号特性のフィールド強度ないしはフィールド方向の変化
が各限界値を下回る可能性もあることを述べておく。このような場合には、外側領域に存
在する電子キーもデアクティベートされる。しかしこのようなデアクティベートは、上記
のキーＴＡを押すことによって中止することができる。有利な構成ではまた、たとえば電
子キーの所定のキー（ピックアップ１０に接続された遠隔操作キーがこれに相応する）を
押すことによってロック信号を送出するために該電子キーを使用する場合（アクティブア
クセス回路の遠隔操作に相応する）、デアクティベートされた電子キーを再びアクティベ
ートすることも可能である。換言すると、電子キーのキーを押すことにより、たとえば遠
隔操作信号（たとえばロック信号等）を送信するためのキーを押すことにより、デアクテ
ィベートされた電子キーを再びアクティベートする。
【００４１】
　以上に記載された実施形態では、ドアＴＦＺの閉鎖状態が検出された後に問い合わせ信
号の送信が送信装置１９によって開始されるのに対し、別の実施形態では、「アクティブ
」に使用されるかないしは遠隔操作として使用されるキーの（たとえばピックアップ１０
に相応に接続された遠隔操作キーを押すことによってトリガされた）ロック信号が受信器
２３によって受信された場合に、問い合わせ信号の送信を開始することも考えられる。こ
の問い合わせ信号の送信はとりわけ、車内に存在するかないしは忘れられた電子キーを上
記のようにデアクティベートするのに使用される。しかし、アクティブなロック時ないし
はロック後にデアクティベートが起こらないという問題を防止するためにこの別の実施形
態では、電子キーが「アクティブ」に使用される場合、ないしはロック信号を送信する場
合、後続の受信された問い合わせ信号（ロック信号の次にトリガされる問い合わせ信号）
の信号特性の評価は抑圧ないしは中断される。換言すると、「アクティブ」に使用される
電子キーによって、受信される問い合わせ信号が消失されることにより、該電子キーはデ
アクティベートされない。受信される問い合わせ信号のこのような消失は、ここではとり
わけ、ロック信号の送出後の所定の時間にわたって行われる。有利には、この所定の時間
は少なくとも、（ロック信号によってトリガされた）問い合わせ信号の送信が持続する間
の時間に選択される。
【００４２】
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　以下で、アクセス権限システムの上記に挙げられた実施形態に関する幾つかの有利な構
成を簡単に説明する。
【００４３】
　たとえば、車両ＦＺからないしは送信装置１９を介して送信された１つまたはすべての
問い合わせ信号によって、該車両ＦＺのその時点のロック状態を通知することが可能であ
る。このことに関連して、車両のその時点のロック状態を通知する代わりに、新規の（所
望の）ロック状態（たとえば非ロック状態からロック状態への移行）を通知することもで
きる。ここで、移動可能な識別子発生器ないしは移動キーが問い合わせ信号の評価後にそ
の時点のロック状態ないしは所望の状態変化を把握した場合、ロックまたはロック解除の
ための相応の信号を車両へ送信し戻すことができる。
【００４４】
　また自動車ユーザが、電子キーで操作エレメントの異なる操作を行うことにより、異な
る機能（たとえばロックおよびロック解除等）をトリガすることも可能である。たとえば
、ピックアップ１０（図１）に接続された上記の未図示の遠隔操作キーを個々に短時間操
作することにより、たとえば移動可能な識別子発生器からロック解除信号が直接送信され
るのに対し、たとえば該遠隔操作キーを比較的長時間操作した場合、または短い時間間隔
以内に複数回操作した場合、移動可能な識別子発生器からロック信号が車両へ送信される
構成が可能である。
【００４５】
　とりわけ車内に忘れられた移動可能な識別子発生器ないしは電子キーに関するセキュリ
ティをさらに改善するためには、車両のロックが（たとえば、制御回路１６に接続され図
には示されていないロックセンサによって）検出された後に所定の時間間隔が経過した後
、制御回路１６が、送信装置１９の近距離の受信領域内（送信装置１９の周囲約１～２ｍ
以内）に存在する識別子発生器をデアクティベートないしは阻止するためのデアクティベ
ート信号を送信するかないしは送信できる構成が考えられる。この構成ではまず、たとえ
ば外側の移動可能な識別子発生器のロック信号によってロックが行われたか、またはたと
えば、自動車ユーザによる機械的なロックによってロックが完了されている。このことに
関しては、制御回路１６は複数の問い合わせ信号の送信なしで、所定の期間ないしは時間
間隔の経過後に、車両の少なくとも１つのドアのロックが検出された後に、デアクティベ
ート信号を送信することも考えられる。
【００４６】
　新規の移動可能な識別子発生器ないしは電子キーが、図中に示された上記のアクセス権
限システムによって検出された場合、この新規の移動可能な識別子発生器をまず学習しな
ければならない。複数の移動可能な識別子発生器を学習しなければならない場合、これら
複数の移動可能な識別子発生器が相互に衝突する問題が生じる。したがって、複数の移動
可能な識別子発生器を学習する場合には、これらの識別子発生器を逐次的ないしは連続的
に学習することにより、衝突を回避することを提案する。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の１つの実施形態によるキーレス方式の電子的アクセス権限システムない
しはアクセス回路のブロック回路図である。
【図２】自動車ユーザが車両を離れ、移動可能な識別子発生器は車内に残されたシナリオ
、またはドライバによって持って行かれたシナリオを概略的に示す図である。
【図３】自動車ユーザが車両を離れた場合に車両でも所属の識別子発生器でも実行される
個々の過程のフローチャートを示す図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　　　アクセス権限システム／アクセス回路
　２　　　　車両側の定置領域
　３　　　　電子キー側の移動可能領域
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　４　　　　電子キー
　５　　　　第１のキー領域
　６　　　　第２のキー領域
　７　　　　受信装置
　８　　　　誘導アンテナ／受信アンテナ
　９，１１　制御評価回路
　１０　　　ピックアップ
　１２，１９　送信装置
　１３　　　機械的キー領域
　１４　　　パッシブ電子アクセス権限システム／パッシブアクセスシステム
　１５　　　アクティブ電子アクセス権限システム／アクティブアクセスシステム
　１６，２２　制御回路
　１７　　　パッシブアクセス権限問い合わせ
　１８　　　スイッチ／センサ
　２０　　　送信アンテナ
　２１，２４　通信区間
　２３　　　受信器
　２５　　　錠
　２６　　　給電電圧源
　２９，３０　給電線路
　３３　　　センサ信号
　３４　　　制御信号　

【図１】 【図２】
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